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●
政
府
に
対
し
核
兵
器
禁
止
条

約
の
批
准
を
求
め
る
意
見
書
提

出
を
求
め
る
請
願
書
…
不
採
択

〔
提
出
者
〕

暮
ら
し
と
平
和
を
守
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
取
手　

代
表　

渡わ
た
な
べ辺 

昭し
ょ
う
し
ち七

氏
他
12
人

〔
紹
介
議
員
〕

加か

ぞ

う増
・
飯
島
議
員

〔
討
論
〕

池
田
議
員
…
２
０
１
７
年
に
国

連
で
核
兵
器
禁
止
条
約
が
採
択

さ
れ
た
。
取
手
市
は
非
核
兵
器

平
和
都
市
宣
言
を
し
て
い
る
。

多
く
の
日
本
人
が
核
兵
器
禁
止

を
切
実
に
願
っ
て
い
る
。賛
成
。

関
戸
議
員
…
日
本
政
府
は
、
唯

一
の
被
爆
国
と
し
て
核
兵
器
禁

止
を
世
界
に
呼
び
掛
け
る
べ

き
。
賛
成
。

竹
原
議
員
…
核
保
有
国
と
非
核

保
有
国
の
橋
渡
し
役
を
す
る
日

本
政
府
の
苦
悩
に
は
一
定
の
理

解
を
示
す
が
、
我
々
は
唯
一
の

被
爆
国
。
世
界
に
向
け
て
意
思

表
示
を
す
る
こ
と
は
日
本
人
と

し
て
当
た
り
前
の
こ
と
。賛
成
。

●
原
発
輸
出
事
業
に
つ
い
て
、

政
府
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出

を
求
め
る
陳
情
…
不
採
択

原
発
輸
出
事
業
に
つ
い
て
、
融

資
に
対
す
る
政
府
保
証
の
撤
回

を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
。

〔
提
出
者
〕

坂
巻
弘ひ

ろ

し始
氏

〔
討
論
〕

池
田
議
員
…
輸
出
し
た
原
発
で

損
失
が
発
生
し
た
場
合
、
保
証

は
国
民
の
税
金
と
な
る
。
福
島

原
発
事
故
に
よ
り
、
損
失
は
莫

大
と
な
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い

る
。
賛
成
。

関
戸
議
員
…
原
発
の
輸
出
を
政

府
が
先
頭
に
立
ち
、
輸
出
事
業

で
の
損
失
を
保
証
す
る
な
ど
許

さ
れ
な
い
。
賛
成
。

●
条
例
施
行
に
際
し
、
必
要
な

処
置
を
求
め
る
陳
情
…
不
採
択

①
平
成
27
年
11
月
11
日
発
生
し

た
中
学
生
自
死
調
査
の
関
係
者

が
行
っ
た
手
続
き
が
要
綱
が
示

す
範
囲
の
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ

い
て
調
査
・
検
証
を
す
る
こ
と
。

②
調
査
・
検
証
の
結
果
を
条
例

請
　
　
願

運
用
に
必
要
な
処
置
を
講
ず
る

こ
と
。

③
有
識
者
に
よ
る
調
査
委
員
会

に
対
す
る
財
政
処
置
に
つ
い
て
、

監
査
委
員
と
は
違
う
観
点
か
ら

検
証
す
る
こ
と
。

④
関
係
者
に
必
要
な
処
分
を
加

え
る
こ
と
。

〔
提
出
者
〕

坂
巻
弘
始
氏

〔
討
論
〕

池
田
議
員
…
調
査
・
検
証
は
ま

だ
不
十
分
。
調
査
・
検
証
の
結

果
、
明
ら
か
な
法
令
違
反
が
あ

れ
ば
、
処
分
も
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
賛
成
。

関
戸
議
員
…
議
会
と
し
て
の
調

査
・
検
証
も
含
め
、
陳
情
内
容

は
十
分
理
解
で
き
る
。
賛
成
。

●
取
手
市
立
公
民
館
の
利
用
不

許
可
処
分
に
か
か
る
違
法
行
為
の

取
消
確
認
と
そ
の
是
正
に
か
か
る

要
求
に
関
す
る
陳
情
…
不
採
択

①
市
議
会
が
教
育
委
員
会
に
対

し
、
本
件
陳
情
人
の
当
該
不
許

可
処
分
が
違
法
の
行
政
処
分
で

あ
っ
た
こ
と
を
認
め
、
当
該
処

分
を
取
り
消
す
よ
う
求
め
る
こ

と
を
求
め
る
。

②
市
議
会
が
教
育
委
員
会
に
広

報
紙
の
「
便
利
に
な
っ
た
」
旨

の
文
言
を
取
り
消
し
、
前
記
陳

情
事
項
①
の
誤
り
を
明
確
に
認

め
た
文
言
を
含
め
た
、
再
度
の

広
報
記
事
を
掲
載
す
る
よ
う
求

め
る
こ
と
を
求
め
る
。

③
平
成
29
年
10
月
23
日
付
明
記

の
不
許
可
処
分
か
ら
現
在
ま
で

教
育
委
員
会
の
情
報
不
開
示
、

「
回
答
」、「
訂
正
」
ま
た
「
お

知
ら
せ
」
等
の
内
容
は
、
い
ず

れ
も
教
育
長
ま
た
は
公
民
館
課

長
名
の
公
文
書
だ
が
、
そ
の
全

て
が
合
法
、
適
法
な
内
容
で
は

な
い
。
教
育
長
は
じ
め
公
民
館

課
職
員
全
員
は
、
自
治
体
の
運

営
が
自
ら
の
組
織
の
都
合
で
な

く
法
律
に
よ
る
と
い
う
最
低
限

の
弁わ

き
ま

え
さ
え
所
持
し
て
い
な
い
。

　

よ
っ
て
、市
議
会
が
教
育
長
と
、

公
民
館
課
職
員
全
員
に
対
し
、

弁
護
士
に
よ
る
関
係
法
令
全
て

に
関
す
る
研
修
を
複
数
回
行
う

よ
う
求
め
る
こ
と
を
求
め
る
。

〔
提
出
者
〕

西
澤
一
彦
氏

〔
討
論
〕

関
戸
議
員
…
公
民
館
は
、
個
人

利
用
申
請
が
許
可
で
き
る
も
の

を
不
許
可
と
し
て
対
応
し
て
き

た
。
こ
れ
を
改
め
た
が
、
こ
れ

ま
で
の
誤
り
に
つ
い
て
正
確
に

市
民
に
伝
え
る
べ
き
。
賛
成
。

細
谷
議
員
…
公
民
館
側
に
誤
り

が
あ
っ
た
こ
と
は
審
査
の
過
程

で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
既

に
お
詫
び
の
表
明
を
し
て
い
る
。

し
か
し
、
今
回
の
陳
情
は
未
だ

申
請
途
中
の
取
り
扱
い
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
妥
当
性
を
欠
い

て
い
る
。
関
戸
議
員
に
反
論
。

関
戸
議
員
…
個
人
で
の
利
用
申

請
を
不
許
可
と
し
た
法
的
根
拠

が
誤
り
な
の
だ
か
ら
、
不
許
可

を
取
り
消
す
文
書
を
提
出
す
べ

き
。
細
谷
議
員
に
反
論
。

細
谷
議
員
…
陳
情
事
項
①
の
処

分
実
態
が
存
在
し
な
い
以
上
、

採
択
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

関
戸
議
員
に
再
度
反
論
。

陳
　
　
情

ど
う
な
っ
た
？
採
択
さ
れ
た

請
願
・
陳
情
の
ゆ
く
え

議
会
が
採
択
し
、
市
に
対
応
を
求
め
て
送
付
し
た
請
願
・
陳
情
に
つ
い

て
左
記
の
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

決議文について調査を求
める陳情（一部採択）

“相馬 88 ヶ所”の活
用を提唱する陳情

福祉会館小ホール入
り口のバリアフリー
化に関わる陳情

藤 代 駅 北 口 市 道
5379 号線の道路改
良工事に関する請願

取手市動物愛護行政
に関する請願

件　

名

平 成 30 年４月より、い
じめ防止対策のための組
織として「いじめ対策推
進室」を取手市教育総合
支援センターに設置する
予定。現在配置の臨床心
理士（スクールカウンセ
ラー）、学識経験者（元校
長）、特別支援教育専門の
相談員等に加え、４月か
らは社会福祉士（スクー
ルソーシャルワーカー）を
新規に配置し、指導課指
導主事もセンターに常駐
する予定。また、いじめ
問題専用の相談ダイヤル
を新設すると同時に全中
学校にいじめ防止アプリ

「S
ス ト ッ プ

TOP i
イット

t」を導入します。
（教育委員会　指導課）

昨年９月に市民団体
である「新四国相馬
霊場八十八ヶ所を巡
る会」の皆さんの地
図製作に協力。完成
した地図を庁舎内窓
口に配置し相馬霊場
88 ヶ所を紹介して
きた。
今後も、市民活動等
を通じた形で、側面
からのサポートを続
ける。（魅力とりで
発信課）

平成 30 年度予算に
福祉会館の大規模改
造工事の実施設計を
計上し、この実施設
計の中で検討する予
定。（文化芸術課）

市道 5379 号線の歩
車分離による道路改
良工事の実施に向け
て、平成 30 年度予
算に測量調査のため
の委託料等を計上。

（道路建設課）

取手市動物愛護協議
会規約を平成 29 年
８ 月 29 日 に 施 行、
12 月に第１回総会を
開催し、会長その他
役員を選出。
次回総会は平成 30
年６月を目途に開催
し、収容される犬猫
を減らすための方策
などについて協議予
定。（環境対策課）

処　

理　

状　

況

請
願
は
、
皆
さ
ん
が
国
や
県
、
市
区
町
村
に
対
し
一
定
の
希
望
を
述
べ
る
制
度
で

す
。
憲
法
に
は
請
願
権
が
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。
議
会
へ
の
提
出
に
は
議
員
の
紹

介
を
通
し
て
行
い
ま
す
。
ま
た
陳
情
は
、
現
在
、
議
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の
は

請
願
と
同
等
に
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
今
後
の
取
り
扱
い
は
10
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
請
願
・
陳
情
の
概
要
と
討
論
・
結
果
等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
希
望
で
す

請
願
・
陳
情


